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日
蓮
聖
人
の
親
子
観
―
孝
養
・
報
恩
の
説
示
を
中
心
に
―

高
森
大
乗

は
じ
め
に

日
蓮
聖
人
と
い
え
ば
、
い
か
な
る
権
勢
に
も
屈
せ
ず
、
迫
害
を
も
の
と
も
し
な
い
剛
毅
な
反
面
、
人
の

悲
し
み
に
泣
き
、
人
の
苦
し
み
に
胸
を
痛
め
る
と
い
う
、
こ
ま
や
か
な
温
情
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
弟
子
や
信
徒
へ
の
思
い
や
り
ば
か
り
で
な
く
、
処
世
上
の
指
導
や
日
常
生
活
の

振
舞
に
い
た
る
ま
で
事
細
か
に
注
意
を
し
た
り
、
子
に
先
立
た
れ
た
母
に
は
、
ま
ず
悲
し
み
を
共
に
し
て

泣
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
気
性
が
、
た
び
た
び
の
書
簡
の
中
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
遺

文
を
紐
解
く
と
、
日
常
の
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
や
「
ふ
る
ま
い
」
、
あ
る
い
は
規
範
意
識
や
生
活
態
度
に
関

し
て
は
、
戒
律
な
ど
の
仏
教
的
規
範
に
も
と
づ
い
た
教
諭
も
散
見
さ
れ
る
が
、
同
時
に
報
恩
・
孝
養
・
忠

孝
・
礼
節
な
ど
多
分
に
儒
教
的
価
値
観
に
立
脚
し
た
と
思
わ
れ
る
説
示
も
多
く
確
認
さ
れ
る
。

研
究
で
は
、
か
つ
て
日
蓮
聖
人
の
家
族
観
に
視
点
を
お
い
て
、
夫
婦
や
親
子
に
関
す
る
説
示
に
つ
い
て

検
討
を
試
み
た
（
１
）

。
特
に
親
子
観
に
つ
い
て
は
、
遺
文
中
の
譬
説
を
中
心
に
、
親
子
関
係
に
関
す
る
先

例
の
引
用
、
遺
文
に
み
る
世
俗
的
親
子
観
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
稿
で
は
、
日
蓮
聖
人
の
親
子
観
を
め

ぐ
っ
て
、
引
き
続
き
孝
不
孝
・
知
恩
不
知
恩
に
関
す
る
説
示
、
門
弟
の
親
子
関
係
へ
の
言
及
、
日
蓮
聖
人

に
お
け
る
両
親
へ
の
思
慕
・
追
懐
等
を
中
心
に
考
究
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
引
用
遺
文
は
、
日
蓮
自
筆
文
書
の
う
ち
真
筆
が
完
存
ま
た
は
ほ
ぼ
完
全
に
現
存
し
て
い
る

真
蹟
現
存
遺
文
、
真
蹟
が
か
つ
て
実
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
の
そ
の
後
に
焼
失
ま
た
は
損

失
し
現
在
は
写
本
遺
文
等
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
て
い
る
真
蹟
曽
存
遺
文
、
真
蹟
の
一
部
が
確
認
さ
れ
る
の

み
で
全
体
像
が
後
世
の
写
本
遺
文
等
に
よ
っ
て
の
み
復
元
さ
れ
て
い
る
真
蹟
断
片
現
存
遺
文
に
限
定
し

た
。
論
文
の
性
格
上
、
教
説
意
図
の
明
確
で
は
な
い
真
蹟
現
存
図
録
、
写
本
遺
文
等
に
よ
っ
て
も
全
体
像

が
復
元
で
き
ず
更
に
前
後
の
文
章
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
全
体
の
文
意
が
明
白
で
は
な
い
真
蹟
断
簡
現
存

遺
文
、
そ
の
他
、
経
論
釈
疏
等
抄
出
の
要
文
類
・
書
入
本
お
よ
び
直
筆
写
本
類
は
、
考
察
の
対
象
外
と
し

た
。
な
お
、
典
拠
と
し
て
示
し
た
各
遺
文
の
頁
数
は
、
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
昭
和
定
本
日
蓮

聖
人
遺
文
』（
身
延
山
久
遠
寺
）
の
収
載
頁
数
で
あ
る
。

一
、
孝
不
孝
・
知
恩
不
知
恩
に
つ
い
て

先
行
論
文
で
は
、
孝
不
孝
・
知
恩
不
知
恩
の
先
例
に
つ
い
て
の
整
理
・
検
討
を
試
み
た
が
、
世
俗
的
・

儒
教
的
親
子
観
の
考
察
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
触
れ
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
て
い
た
。
本
来
で
あ
れ

ば
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
世
俗
的
親
子
観
の
最
も
重
要
な
部
分
が
、
孝
養
・
報
恩
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ

は
ひ
と
り
世
俗
的
・
儒
教
的
親
子
観
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仏
教
的
視
点
か
ら
捉
え
た
親
子
観
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
未
検
討
で
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
遺
文
を

紐
解
い
て
い
き
た
い
。

（
一
）
孝
養
・
知
恩

日
蓮
聖
人
は
、
孝
養
・
報
恩
の
問
題
を
、
世
俗
的
・
儒
教
的
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
仏
教
的
観
点
か
ら

と
ら
え
な
お
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
。
儒
教
・
外
典
で
説
か
れ
る
忠
孝
・
報
恩
・
礼
節
な
ど
を
重
視
す
る

一
方
で
、
所
詮
そ
れ
ら
は
人
々
を
仏
教
の
孝
養
・
報
恩
へ
と
導
入
せ
し
め
る
初
門
で
あ
っ
て
、
真
実
の
孝

養
・
報
恩
は
、
仏
教
・
内
典
、
就
中
「
内
典
の
孝
経
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
法
華
経
に
限
る
こ
と
を
、
度
々

強
調
し
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、
「
外
典
三
千
余
巻
に
も
、
忠
孝
の
二
字
こ
そ
、
せ
ん
に
て
候
な
れ
。
忠
は
又
孝
の
家
よ
り

出
ヅ

と
こ
そ
申
候
な
れ
。
さ
れ
ば
外
典
は
内
典
の
初
門
」（
『
法
門
可
被
申
様
之
事
』
四
四
三
～
四
四
四
頁
）
、

「
西
方
に
仏
図
と
い
う
者
あ
り
。
（
略
）
外
典
を
仏
法
の
初
門
と
な
せ
し
こ
れ
な
り
。
礼
楽
等
を
教
て
、

内
典
わ
た
ら
ば
戒
定
慧
を
し
り
や
す
か
ら
せ
ん
が
た
め
、
王
臣
を
教
て
尊
卑
を
さ
だ
め
、
父
母
を
教
て
孝

ノ

高
き
を
し
ら
し
め
、
師
匠
を
教
て
帰
依
を
し
ら
し
む
」
（
『
開
目
抄
』
五
三
六
頁
）
な
ど
と
み
え
る
が
ご

と
き
で
あ
る
。

ま
た
、
世
俗
で
は
父
母
・
主
君
・
師
匠
な
ど
に
背
く
こ
と
は
不
孝
・
不
忠
・
不
義
に
あ
た
る
が
（
『
高

橋
入
道
殿
御
返
事
』
一
〇
九
〇
頁
ほ
か
）
、
儒
教
で
は
父
母
・
主
君
・
師
匠
に
誤
り
が
あ
る
時
は
、
こ
れ

に
随
わ
な
い
こ
と
で
か
え
っ
て
忠
孝
・
報
恩
と
な
る
義
理
を
説
い
て
（
『
祈
祷
鈔
』
六
七
三
頁
、
『
下
山

御
消
息
』
一
三
二
八
頁
、
『
兵
衛
志
殿
御
返
事
』
一
四
〇
二
頁
ほ
か
）
、
仏
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る

と
し
（
『
開
目
抄
』
五
八
一
頁
）
、
殊
に
五
逆
十
悪
に
超
過
せ
る
法
華
経
違
背
の
失
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
諫

め
る
こ
と
の
必
然
性
を
主
張
し
て
、
「
一
切
の
事
は
父
母
に
そ
む
き
、
国
王
に
し
た
が
は
ざ
れ
ば
、
不
孝

の
者
に
し
て
天
の
せ
め
を
か
う
ふ
る
。
た
だ
し
法
華
経
の
か
た
き
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
父
母
国
主
の
事
を
も

用
ひ
ざ
る
が
孝
養
と
も
な
り
、
国
の
恩
を
報
ず
る
に
て
候
」
（
『
王
舎
城
事
』
九
一
七
頁
）
な
ど
と
も
述

べ
て
い
る
。

特
に
孝
養
の
問
題
に
関
し
て
、
日
蓮
聖
人
は
、
「
抑
モ

日
本
国
の
人
を
皆
や
し
な
い
て
候
よ
り
も
、
父

母
一
人
や
し
な
い
て
候
は
功
徳
ま
さ
り
候
」
（
『
種
種
物
御
消
息
』
一
五
二
九
頁
）
な
ど
と
、
父
母
孝
養

の
重
き
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
の
が
常
で
、
特
に
法
華
経
に
根
ざ
し
た
父
母
孝
養
の
尊
き
こ
と
に
つ
い
て

は
、
「
末
代
ノ

凡
夫
聞
カ
バ

此
法
門
ヲ

、
唯
我
一
人
ノ
ミ

非
ズ

成
仏
ス
ル
ニ

、
父
母
モ

又
即
身
成
仏
セ
ン

。
此
第
一
ノ

孝
養

二

一

二

一

也
」
（
『
始
聞
仏
乗
義
』
一
四
五
四
頁
）
、
「
一
切
の
善
根
の
中
に
、
孝
養
父
母
は
第
一
に
て
候
な
れ
ば
、

ま
し
て
法
華
経
に
て
を
は
す
」（
『
窪
尼
御
前
御
返
事
』
一
六
四
六
頁
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
儒
教
と
仏
教
の
孝
養
観
の
最
大
の
相
違
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
「
孝
に
二
ツ

あ
り
。
世
間
の
孝

の
孝
不
孝
は
外
典
の
人
々
こ
れ
を
し
り
ぬ
べ
し
。
内
典
の
孝
不
孝
は
設
ヒ

論
師
等
な
り
と
も
実
経
を
弁
ヘ

ざ

る
権
経
の
論
師
の
流
を
受
ケ

た
る
末
論
師
な
ん
ど
は
後
生
し
り
が
た
き
事
な
る
べ
し
」
（
『
法
門
可
被
申
様

之
事
』
四
四
六
頁
）
、
あ
る
い
は
「
儒
家
の
孝
養
は
今
生
に
か
ぎ
る
。
未
来
の
父
母
を
扶
ケ

ざ
れ
ば
、
外

家
の
聖
賢
は
有
名
無
実
な
り
。
外
道
ハ

過
未
を
し
れ
ど
も
父
母
を
扶
ル

道
な
し
。
仏
道
こ
そ
父
母
の
後
世
を

扶
ク

れ
ば
聖
賢
の
名
は
あ
る
べ
け
れ
。（
略
）
今
法
華
経
の
時
こ
そ
、
女
人
成
仏
の
時
悲
母
の
成
仏
モ

顕
れ
、

達
多
ノ

悪
人
成
仏
の
時
慈
父
ノ

成
仏
も
顕
る
れ
。
此
の
経
は
内
典
の
孝
経
也
」
（
『
開
目
抄
』
五
九
〇
頁
）

と
、
儒
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
孝
養
と
は
現
世
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
仏
教
の
よ
う
に
三
世
に
わ
た
っ

た
孝
養
を
説
い
た
も
の
で
は
な
く
、よ
っ
て
父
母
の
後
生
を
た
す
け
る
道
を
見
出
し
て
い
な
い
と
断
ず
る
。

更
に
、
法
華
経
に
お
け
る
提
婆
達
多
や
龍
女
の
成
仏
は
、
ひ
と
り
当
事
者
だ
け
の
成
仏
に
留
ま
ら
ず
、
そ

れ
ぞ
れ
の
父
母
の
後
生
を
た
す
け
て
成
仏
を
実
現
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
法
華
経

こ
そ
が
「
内
典
の
孝
経
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

一
方
、
報
恩
の
問
題
に
つ
い
て
、
日
蓮
聖
人
は
、
「
外
典
三
千
余
巻
の
所
詮
ニ

二
ツ

あ
り
。
所
謂
孝
と
忠

と
な
り
。
忠
も
又
孝
の
家
よ
り
い
で
た
り
。
孝
と
申
ス
ハ

者
高
也
。
天
高
ケ
レ

ど
も
孝
よ
り
も
高
か
ら
ず
。
又

孝
ト
ハ

者
厚
也
。
地
あ
つ
け
れ
ど
も
孝
よ
り
は
厚
か
ら
ず
。
聖
賢
の
二
類
は
孝
ノ

家
よ
り
い
で
た
り
。
何
ニ

況

や
仏
法
を
学
せ
ん
人
、
知
恩
報
恩
な
か
る
べ
し
や
。
仏
弟
子
は
必
ズ

四
恩
を
し
つ
て
知
恩
報
恩
ヲ

ほ
う
ず
べ

し
」
（
『
開
目
抄
』
五
四
四
頁
）
、
「
仏
教
を
な
ら
は
ん
者
の
、
父
母
・
師
匠
・
国
恩
を
わ
す
る
べ
し
や
。

此
の
大
恩
を
ほ
う
ぜ
ん
に
は
必
ず
仏
法
を
な
ら
ひ
き
は
め
、
智
者
と
な
ら
で
叶
フ

べ
き
か
」
（
『
報
恩
抄
』

一
一
九
二
頁
）
な
ど
と
述
べ
、
仏
道
を
行
じ
る
者
こ
そ
父
母
・
師
匠
・
国
主
・
三
宝
の
四
恩
（
２
）

に
対
す
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る
知
恩
報
恩
を
重
ん
じ
る
べ
き
旨
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
報
恩
の
誓
い
は
、
一
時
的
な
心
情
の
発
露

で
は
な
く
、
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
は
、
仏
弟
子
と
し
て
生
き
る
上
で
の
根
本
的
な
命
題
と
し
て
自
覚
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
求
道
は
報
恩
の
実
践
を
抜
き
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取

れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
不
孝
・
不
知
恩

日
蓮
聖
人
は
、
孝
養
・
報
恩
を
人
倫
の
道
と
し
て
尊
ぶ
一
方
で
、
不
孝
・
不
知
恩
を
畜
類
に
同
じ
で
あ

る
と
も
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
三
皇
已
前
に
父
を
し
ら
ず
、
人
皆
禽
獣
に
同
ぜ
し
が
ご
と
し
。（
略
）

不
知
恩
の
者
な
り
」
（
『
開
目
抄
』
五
七
八
頁
）
と
み
え
る
が
ご
と
き
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
は
、
不
孝
・

不
義
・
不
忠
・
不
知
恩
は
、
人
間
に
と
っ
て
あ
る
ま
じ
き
非
行
で
あ
り
、
中
で
も
父
母
を
殺
し
た
り
、
父

母
に
背
い
た
り
す
る
不
孝
は
堕
獄
の
因
と
も
な
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
我
等
が
心
の
内
に

父
を
あ
な
づ
り
母
を
を
ろ
か
に
す
る
人
は
地
獄
其
人
の
心
の
内
に
候
」
（
『
重
須
殿
女
房
御
返
事
』
一
八

五
六
頁
）
等
の
ご
と
く
で
あ
り
、
同
様
の
説
示
は
、
『
一
谷
入
道
御
書
』
（
九
九
二
～
九
九
三
頁
）
、
『
撰

時
抄
』
（
一
〇
三
二
頁
）
、
『
日
女
御
前
御
返
事
』
（
一
五
一
二
頁
）
な
ど
多
く
の
遺
文
に
確
認
さ
れ
る
。

た
だ
し
不
孝
・
不
知
恩
は
、
一
部
の
例
外
に
限
り
許
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
例
外
の
ひ
と
つ
が
、
「
仏
法

を
習
極
め
」
「
出
離
の
道
を
わ
き
ま
へ
」
（
『
報
恩
抄
』
一
一
九
二
頁
）
る
た
め
の
求
道
で
あ
る
。
仏
法
の

真
髄
を
探
求
す
る
求
道
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
孝
養
・
報
恩
・
忠
誠
な
ど
の
一
時
の
世
事
を
止
め
る
こ
と
は

許
容
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
義
理
を
説
い
た
経
証
と
し
て
、
日
蓮
聖
人
が
し
は
し
ば
引
用
す
る
の
が
『
清

信
士
度
人
経
』
の
「
棄
恩
入
無
為
真
実
報
恩
者
」
（
典
拠
未
詳
）
の
文
で
あ
り
、
そ
の
先
例
と
し
て
引
か

れ
る
の
が
釈
尊
出
家
の
故
事
で
あ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
考
究
し
た
通
り
で
あ
る
（
『
開
目
抄
』
五
六
五
頁
、

『
報
恩
抄
』
一
一
九
二
頁
、
『
下
山
御
消
息
』
一
三
四
五
頁
ほ
か
）
。
い
ま
ひ
と
つ
、
求
道
以
外
の
目
的

で
も
、
た
と
え
ば
先
述
の
ご
と
く
、
主
君
・
父
母
に
誤
り
の
あ
る
時
は
、
こ
れ
に
随
わ
ず
し
て
諫
め
る
こ

と
が
忠
臣
・
孝
子
と
な
る
場
合
が
あ
り
、
こ
れ
も
不
孝
・
不
忠
に
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
（
『
報
恩
抄
』

一
一
九
二
頁
、『
日
女
御
前
御
返
事
』
一
五
一
二
頁
ほ
か
）。

如
上
の
理
由
を
除
い
て
ほ
か
は
、
い
か
な
る
事
情
が
あ
っ
て
も
、
不
孝
・
不
知
恩
は
許
さ
れ
な
い
。
特

に
、
仏
法
に
お
い
て
は
、
釈
尊
・
法
華
経
に
違
背
す
る
こ
と
が
最
も
重
い
不
孝
の
失
で
あ
っ
て
、
「
親
も

親
に
こ
そ
よ
れ
、
釈
尊
ほ
ど
の
親
。
師
も
師
に
こ
そ
よ
れ
、
主
も
主
に
こ
そ
よ
れ
、
釈
尊
ほ
ど
の
師
主
は

あ
り
か
た
く
こ
そ
は
べ
れ
。
こ
の
親
と
師
と
主
と
の
仰
セ

を
そ
む
か
ん
も
の
、
天
神
地
祇
に
す
て
ら
れ
た

て
ま
つ
ら
ざ
ら
ん
や
。
不
孝
第
一
の
者
也
」
（
『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
三
二
〇
頁
）
、
「
さ
れ
ば
こ
の

法
華
経
は
、
一
切
の
諸
仏
の
眼
目
、
教
主
釈
尊
の
本
師
な
り
。
一
字
一
点
も
す
つ
る
人
あ
れ
ば
、
千
万
の

父
母
を
殺
セ

る
罪
に
も
す
ぎ
、
十
方
の
仏
の
身
よ
り
血
ヲ

出
す
罪
に
も
こ
へ
て
候
」
（
『
兄
弟
鈔
』
九
二
〇

～
九
二
一
頁
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
同
様
の
説
示
は
、
『
行
敏
訴
状
御
会
通
』
（
四
九
八
頁
）
、
『
一
谷

入
道
御
書
』（
九
九
二
～
九
九
三
頁
）
、『
撰
時
抄
』
（
一
〇
三
二
～
一
〇
三
三
頁
）
、『
日
女
御
前
御
返
事
』

（
一
五
一
二
頁
）
、
『
種
種
物
御
消
息
』
（
一
五
二
九
～
一
五
三
〇
頁
）
な
ど
諸
遺
文
に
散
見
さ
れ
る
。
ま

た
、
現
在
の
日
本
国
が
不
孝
の
国
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
憂
え
て
は
、
「
愚
者
の
眼
に
は
仏
法
繁
盛
と
み

へ
て
、
仏
天
智
者
の
御
眼
に
は
古
き
正
法
の
寺
々
や
う
や
く
う
せ
候
へ
ば
、
一
に
は
不
孝
な
る
べ
し
。
賢

な
る
父
母
の
氏
寺
を
す
つ
る
ゆ
へ
」（
『
法
門
可
被
申
様
之
事
』
四
四
六
頁
）

、
「
孔
丘
ノ

孝
経
提
ゲ
テ

之
ヲ

打
チ

父
母
之
頭
ヲ

、
釈
尊
ノ

法
華
経
ヲ

誦
シ
ナ
ガ
ラ

口
ニ

違
―

背
ス

於
教
主
ニ

。
不
孝
国
ハ

此

レ

二

一

二

一

国
也
」
（
『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
九
〇
〇
頁
）
と
述
べ
る
。
な
お
、
不
孝
国
に
関
す
る
説
示
は
、
ほ
か

に
も
『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
（
三
二
三
頁
）
、『
法
門
可
被
申
様
之
事
』（
四
四
八
頁
）
等
に
み
え
る
。
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二
、
門
弟
の
親
子
関
係
に
関
す
る
説
示

門
弟
の
親
子
関
係
に
言
及
し
た
遺
文
は
数
多
く
、
こ
れ
ら
諸
遺
文
を
渉
猟
す
る
と
門
弟
の
抱
え
る
様
々

な
苦
悩
・
葛
藤
に
対
し
て
日
蓮
聖
人
が
い
か
に
向
き
合
っ
て
い
た
か
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

で
は
、
門
弟
ご
と
に
、
そ
の
出
自
・
境
遇
、
日
蓮
聖
人
の
教
諭
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
確
認
し
、
日
蓮
聖

人
が
親
子
の
あ
る
べ
き
姿
を
い
か
に
認
識
し
て
い
た
か
、
ま
た
孝
養
・
報
恩
の
姿
勢
を
い
か
に
捉
え
て
い

た
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

（
一
）
日
朗

本
弟
子
六
人
の
ひ
と
り
日
朗
（
一
二
四
五
～
一
三
二
〇
）
は
、
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
、
下
総
国
海

上
郡
能
手
郷
に
平
賀
有
国
の
子
と
し
て
生
れ
、
母
は
能
手
の
領
主
印
東
祐
昭
の
次
女
（
日
昭
の
姉
ま
た
は

妹
に
あ
た
る
か
）
、
の
ち
の
妙
朗
尼
と
伝
え
る
が
、
定
か
で
な
い
。
日
昭
の
甥
に
あ
た
り
、
日
像
の
異
父

兄
に
あ
た
る
。
ま
た
、
印
東
祐
昭
の
長
女
（
日
昭
の
姉
）
は
池
上
康
光
の
妻
に
あ
た
る
人
物
と
推
さ
れ
、

日
朗
は
池
上
宗
仲
・
宗
長
兄
弟
と
は
従
弟
の
関
係
に
な
る
。
印
東
祐
昭
の
妻
は
工
藤
祐
経
の
長
女
と
伝
え

ら
れ
、
工
藤
祐
経
の
孫
が
伊
東
祐
光
に
あ
た
る
の
で
、
こ
れ
が
事
実
な
ら
ば
工
藤
家
・
伊
東
家
と
も
遠
戚

に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
（
３
）

。

文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
の
龍
口
法
難
に
際
し
て
、
寺
社
奉
行
宿
谷
邸
の
土
籠
に
幽
閉
さ
れ
た
日
朗
に

対
し
て
、
日
蓮
聖
人
は
「
各
々
ハ
法
花
経
一
部
づ
ゝ
あ
そ
ば
し
て
候
へ
ば
我
身
並
父
母
兄
弟
存
亡
等
に
回

向
し
ま
し
ま
し
候
ら
ん
」
（
『
五
人
土
籠
御
書
』
五
〇
六
頁
）
と
教
諭
し
、
色
心
二
法
に
わ
た
っ
て
法
華

経
を
行
じ
た
日
朗
の
功
徳
は
、
存
亡
に
関
わ
ら
ず
父
母
兄
弟
の
す
べ
て
に
回
向
す
る
旨
を
述
べ
、
日
朗
の

受
難
が
法
華
経
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
こ
と
が
孝
養
・
報
恩
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う

解
釈
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
法
華
経
信
仰
・
法
華
経
弘
通
そ
の
も
の
が
世
俗
的
孝
養
よ
り
も
勝
れ
て

い
る
と
み
な
す
日
蓮
聖
人
の
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
富
木
常
忍

富
木
常
忍
（
一
二
一
六
～
一
二
九
九
）
は
、
下
総
国
八
幡
庄
若
宮
戸
村
に
住
す
る
日
蓮
聖
人
最
初
期
か

ら
の
檀
越
で
、
房
総
半
島
を
席
巻
し
た
豪
族
の
千
葉
氏
に
仕
え
る
家
臣
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
後
添
と

推
測
さ
れ
る
尼
御
前
が
病
弱
で
あ
っ
た
た
め
夫
妻
を
気
遣
っ
た
日
蓮
聖
人
の
書
簡
も
多
い
。
富
木
夫
妻
の

信
仰
心
は
強
く
、
わ
が
子
（
の
ち
の
日
頂
）
を
出
家
さ
せ
て
い
る
。
日
蓮
聖
人
の
与
え
た
書
簡
の
随
所
か

ら
、
母
や
妻
子
に
対
す
る
常
忍
の
ひ
た
む
き
な
心
情
や
思
い
が
見
え
て
く
る
（
４
）

。

特
に
、
九
〇
歳
に
及
ん
だ
母
を
亡
く
す
や
、
常
忍
が
そ
の
遺
骨
を
埋
納
す
べ
く
日
蓮
聖
人
在
住
の
身
延

に
詣
で
、
仏
事
を
修
し
て
帰
っ
た
こ
と
は
、『
忘
持
経
事
』
に
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

今
常
忍
貴
辺
ハ

末
代
ノ

愚
者
ニ
シ
テ

、
見
思
未
断
ノ

凡
夫
也
。
身
ハ

非
ズ

俗
ニ

非
ズ

道
ニ

禿
居
士
、
心
ハ

非
ズ

善
ニ

非
ズ

レ

レ

レ

レ

悪
ニ

羝
羊
耳
。
雖
ド
モ

然
リ
ト

一
人
ノ

悲
母
有
リ

堂
ニ

、
朝
ニ

出
テ

詣
デ

主
君
ニ

夕
ニ

入
テ

返
リ

私
宅
ニ

、
所
ハ

営
ム

為

レ

レ

二

一

二

一

レ

二

悲
母
ノ

、
所
ハ

存
ス
ル

孝
心
耳
。
而
ル
ニ

去
月
下
旬
之
比
、
為
ニ

示
サ
ン
ガ

生
死
ノ

理
ヲ

趣
ク

黄
泉
ノ

道
ニ

。
此
与

貴

一

レ

レ

二

一

二

一

二

辺

歎
テ

云
ク

、
齢
ヒ

既
及
ビ

九
旬
ニ

、
留
メ
テ

子
ヲ

去
ル
コ
ト

親
ノ

雖

為
タ
リ
ト

次
第

。
倩
案
ズ
ル
ニ

事
ノ

心
ヲ

、
去
テ

後

一

二

一

レ

レ

二

一

二

一

不

可
カ
ラ

来
ル

期
セ
ン

何
レ
ノ

月
日
ヲ
カ

。
二
母
無
シ

国
。
自
リ

今
後
誰
ヲ
カ

可
キ

拝
ス

。
離
別
難
キ

忍
ビ

之
間
、
舎
利

レ

レ

二

一

レ

レ

レ

レ

ヲ

懸
ケ

頚
ニ

、
任
セ
テ

足
ニ

出
デ

大
道
ニ

、
自
リ

下
州

至
ル

于
甲
州
ニ

、
其
中
間
往
復
及
ブ

千
里
ニ

（
『
忘
持
経
事
』

レ

レ

二

一

二

一

二

一

二

一

一
一
五
〇
～
一
一
五
一
頁
）

と
み
え
、
聖
人
は
常
忍
の
愛
別
離
の
悲
し
み
を
受
け
と
め
、
そ
の
孝
養
を
讃
嘆
し
て
い
る
。
こ
の
後
も
、



- 5 -

常
忍
は
、
母
の
三
回
忌
に
は
身
延
へ
追
善
供
養
料
を
届
け
る
な
ど
（
『
始
聞
仏
乗
義
』
一
四
五
二
頁
）
、

悲
母
孝
養
の
志
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
。

（
三
）
曽
谷
法
蓮

曽
谷
法
蓮
（
一
二
二
四
～
一
二
九
一
）
は
、
俗
名
を
曽
谷
二
郎
兵
衛
教
信
と
い
い
、
の
ち
に
入
道
し
て

法
蓮
日
禮
と
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
、
下
総
国
八
幡
庄
曽
谷
郷
に
て
出
生
。

家
系
に
つ
い
て
は
種
々
の
説
が
あ
り
大
野
政
清
の
長
子
と
も
、
畠
山
重
忠
の
子
孫
で
あ
る
曽
谷
道
頂
の
長

子
で
あ
る
と
も
、
平
氏
で
あ
る
道
野
辺
右
京
の
孫
と
も
伝
え
ら
れ
、
そ
の
出
自
に
つ
い
て
は
所
説
あ
り
定

か
で
は
な
い
（
５
）

。

ま
た
教
信
は
孝
養
に
も
厚
く
、
慈
父
が
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
に
歿
し
て
か
ら
十
三
回
忌
ま
で
「
釈

迦
如
来
の
御
前
に
於
て
自
ら
自
我
偈
一
巻
を
読
誦
し
奉
り
回
向
」
（
『
法
蓮
鈔
』
九
四
五
頁
）
し
て
い
た
。

法
華
経
に
帰
依
し
な
か
っ
た
父
に
対
し
て
一
二
年
間
毎
朝
孝
養
に
努
め
た
教
信
の
亡
父
供
養
の
志
を
、
聖

人
は
「
其
時
過
去
聖
霊
は
我
子
息
法
蓮
は
子
に
は
あ
ら
ず
善
知
識
な
り
と
て
、
娑
婆
世
界
に
向
て
お
が
ま

せ
給
ら
ん
。
こ
れ
こ
そ
実
の
孝
養
に
て
は
候
な
れ
」
（
『
法
蓮
鈔
』
九
五
一
頁
）
と
称
賛
し
て
い
る
。

日
蓮
聖
人
は
教
信
の
父
子
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
法
蓮
上
人
の
御
身
は
過
去
聖
霊
の
御
容
貌
を
残
し
お

か
れ
た
る
な
り
。
た
と
へ
ば
種
の
苗
と
な
り
、
華
の
菓
と
な
る
が
如
し
。
其
華
は
落
て
菓
は
あ
り
、
種
は

か
く
れ
て
苗
は
現
に
見
ゆ
。
法
蓮
上
人
の
御
功
徳
は
過
去
聖
霊
の
御
財
な
り
。
松
さ
か
ふ
れ
ば
柏
よ
ろ
こ

ぶ
。
芝
か
る
れ
ば
蘭
な
く
。
情
な
き
草
木
す
ら
如
此
。
何
況
情
あ
ら
ん
を
や
。
又
父
子
の
契
を
や
」（
『
法

蓮
鈔
』
九
四
五
頁
）
と
述
べ
、
た
と
え
信
仰
が
異
な
っ
て
も
父
子
の
契
を
断
た
な
か
っ
た
教
信
の
法
華
経

に
根
ざ
し
た
供
養
の
志
は
必
ず
や
精
霊
に
回
向
す
る
こ
と
を
諭
し
て
い
る
。
聖
人
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
烏

龍
遺
龍
の
説
話
を
引
き
、
逆
縁
の
者
に
対
し
て
も
法
華
経
修
行
の
功
徳
は
周
遍
す
る
こ
と
、
ひ
た
む
き
な

子
の
孝
養
の
情
が
逆
縁
の
亡
父
さ
え
も
救
う
こ
と
を
諭
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
四
）
四
条
頼
基

四
条
頼
基
（
一
二
二
九
～
一
二
九
六
）
は
、
北
条
朝
時
の
長
子
泰
時
や
名
越
の
江
馬
光
時
に
父
の
代
よ

り
仕
え
た
御
家
人
。
初
め
蘭
溪
道
隆
の
門
に
参
禅
し
た
が
、
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
頃
日
蓮
聖
人
に
帰

依
し
て
法
華
経
の
信
奉
者
に
な
っ
た
。
彼
は
四
人
兄
弟
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
龍
口
法
難

で
、
頼
基
は
、
所
領
没
収
・
御
内
追
放
の
危
機
に
直
面
し
た
が
、
主
君
の
江
馬
氏
の
庇
護
に
よ
っ
て
こ
れ

を
救
わ
れ
、
二
月
騒
動
で
北
条
時
輔
側
に
加
担
し
た
江
馬
氏
が
嫌
疑
を
う
け
た
時
に
は
、
主
君
に
殉
死
す

べ
き
八
人
の
家
臣
の
う
ち
に
加
わ
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
事
で
も
彼
が
実
直
、
至
誠
な
性
格
の
武
人
で

あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
聖
人
身
延
入
山
以
降
、
頼
基
は
主
君
に
法
華
経
に
帰
依
す
る

よ
う
積
極
的
に
働
き
か
け
る
が
、
か
え
っ
て
不
興
を
か
い
、
ま
た
桑
ヶ
谷
問
答
に
同
席
し
た
こ
と
に
よ
り
、

江
馬
氏
よ
り
勘
気
を
蒙
っ
た
。
こ
の
間
、
聖
人
は
、
頼
基
に
対
し
、
主
君
へ
の
奉
公
と
信
仰
の
両
立
に
つ

い
て
、
『
王
舎
城
事
』
『
崇
峻
天
皇
御
書
』
等
に
お
い
て
訓
戒
し
、
主
君
に
対
し
て
は
、
信
仰
面
で
の
改

心
を
強
要
す
る
の
で
は
な
く
、
平
素
の
「
ふ
る
ま
い
」
に
気
を
配
っ
て
接
す
る
よ
う
諭
し
て
い
る
（
『
崇

峻
天
皇
御
書
』
一
三
九
七
頁
）
。
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
頃
、
江
馬
光
時
が
悪
疫
に
罹
患
し
た
際
、
医

術
に
た
け
て
い
る
頼
基
を
召
し
て
治
療
を
う
け
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
加
療
の
甲
斐
あ
っ
て
快
方
に
向
い
、

同
時
に
頼
基
に
対
す
る
勘
気
も
氷
解
し
た
よ
う
で
あ
る
（
６
）

。

こ
の
よ
う
に
篤
実
か
つ
信
仰
熱
心
な
四
条
頼
基
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
朴
直
と
も
い
え
る
性
格
ゆ
え
、
亡

き
両
親
の
行
く
末
を
案
じ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
よ
う
で
、
父
母
の
堕
獄
を
心
配
す
る
頼
基
に
た
い
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し
て
、
日
蓮
聖
人
は
目
連
と
青
提
女
の
故
事
を
先
例
に
あ
げ
、
「
今
貴
辺
は
凡
夫
な
り
。
肉
眼
な
れ
ば
御

ら
ん
な
け
れ
ど
も
、
も
し
も
さ
も
あ
ら
ば
と
な
け
げ
か
せ
給
。
こ
は
孝
養
の
一
分
な
り
。
梵
天
・
帝
釈
・

日
月
・
四
天
も
定
て
あ
は
れ
と
を
ぼ
さ
ん
か
」
（
『
四
条
金
吾
釈
迦
仏
供
養
事
』
一
一
八
六
頁
）
と
、
父

母
の
行
く
末
を
案
じ
る
そ
の
心
根
こ
そ
が
孝
養
で
あ
り
、
諸
天
の
加
護
を
蒙
る
こ
と
が
で
き
る
と
励
ま
し

て
い
る
。

（
五
）
池
上
宗
仲
・
宗
長

池
上
宗
仲
（
生
歿
年
未
詳
）
・
宗
長
（
生
歿
年
未
詳
）
兄
弟
は
、
早
く
日
蓮
聖
人
に
帰
依
し
、
武
蔵
国

池
上
郷
に
住
し
た
武
士
。
池
上
家
の
所
伝
に
よ
れ
ば
、
宗
仲
は
幕
府
の
作
事
奉
行
で
あ
っ
た
と
い
う
。
父

康
光
（
か
）
は
忍
性
の
信
者
で
、
兄
弟
が
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
頃
日
蓮
聖
人
に
帰
依
す
る
と
、
両
者

の
間
で
宗
教
的
対
立
が
高
ま
り
、
文
永
一
二
年
（
一
二
七
五
）
兄
弟
は
勘
当
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
一
旦
勘

当
が
解
か
れ
る
が
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
頃
再
度
勘
当
さ
れ
、
こ
の
間
、
弟
の
宗
長
が
信
仰
に
動
揺

を
き
た
し
た
こ
と
は
、
遺
文
の
多
く
が
宗
長
に
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
兄

弟
は
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
に
い
た
っ
て
父
を
改
心
さ
せ
た
（
７
）

。

こ
の
間
、
日
蓮
聖
人
は
、
度
々
の
書
状
を
送
っ
て
兄
弟
に
法
華
信
仰
を
貫
徹
す
る
こ
と
を
勧
め
、
特
に

弟
の
宗
長
の
去
就
を
気
遣
い
つ
つ
、
世
俗
的
孝
養
よ
り
宗
教
的
孝
養
こ
そ
真
の
孝
養
で
あ
る
こ
と
を
教
示

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

法
華
経
の
か
た
き
に
な
る
親
に
随
ひ
て
、
一
乗
の
行
者
な
る
兄
を
す
て
ば
、
親
の
孝
養
と
な
り
な
ん

や
。
せ
ん
ず
る
と
こ
ろ
、
ひ
と
す
ぢ
に
を
も
ひ
切
つ
て
、
兄
と
同
じ
く
仏
道
を
な
り
給
へ
。
親
父
は

妙
荘
厳
王
の
ご
と
し
、
兄
弟
は
浄
蔵
・
浄
眼
な
る
べ
し
（
『
兵
衛
志
殿
御
返
事
』
一
四
〇
三
頁
）

と
の
は
あ
に
と
を
や
と
を
そ
ん
ず
る
人
に
な
り
て
、
提
婆
達
多
が
や
う
に
を
は
す
べ
か
り
し
が
、
末

代
な
れ
ど
も
、
か
し
こ
き
上
、
欲
な
き
身
と
生
れ
て
、
三
人
と
も
に
仏
に
な
り
給
ひ
、
ち
ゝ
か
た
、

は
ゝ
か
た
の
る
い
（
類
）
を
も
す
く
い
給
ふ
人
と
な
り
候
ひ
ぬ
。
又
と
の
ゝ
御
子
息
等
も
、
す
へ
の

代
は
さ
か
う
べ
し
と
を
ぼ
し
め
せ
（
『
兵
衛
志
殿
御
返
事
』
一
五
〇
七
頁
）

貴
辺
と
大
夫
志
の
御
事
は
（
略
）
案
に
た
が
ふ
事
な
く
親
父
よ
り
度
々
の
御
か
ん
だ
う
を
か
う
ほ
ら

せ
給
ひ
し
か
ど
も
、
兄
弟
と
も
に
浄
蔵
・
浄
眼
の
後
身
か
、
将
又
薬
王
・
上
行
の
御
計
か
の
ゆ
へ
に
、

つ
い
に
事
ゆ
へ
な
く
親
父
の
御
か
ん
き
を
ゆ
り
さ
せ
給
て
、
前
に
立
ま
い
ら
せ
し
御
孝
養
心
に
ま
か

せ
さ
せ
給
ぬ
る
は
、
あ
に
孝
子
に
あ
ら
ず
や
（
『
孝
子
御
書
』
一
六
二
六
頁
）

等
の
ご
と
く
、
池
上
父
子
の
宗
教
的
葛
藤
に
つ
い
て
言
及
す
る
な
か
で
、
た
と
え
世
間
に
は
親
不
孝
と
映

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
兄
弟
で
力
を
合
わ
せ
法
華
経
不
信
の
親
を
法
華
経
に
導
く
こ
と
こ
そ
が
真
の
孝
養

と
な
る
所
以
を
、
浄
蔵
・
浄
眼
の
故
事
等
を
引
い
て
訓
諭
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
六
）
南
条
時
光

南
条
時
光
（
～
一
三
三
二
）
は
、
駿
河
国
富
士
郡
上
方
上
野
郷
在
住
の
南
条
兵
衛
七
郎
の
長
男
で
あ
り
、

父
母
と
共
に
日
蓮
聖
人
の
有
力
な
檀
越
で
あ
っ
た
。
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
頃
、
父
七
郎
が
死
去
の
の

ち
、
若
く
し
て
家
督
を
継
ぎ
、
身
延
入
山
の
聖
人
に
折
り
あ
る
毎
に
供
養
の
品
を
送
り
外
護
丹
精
を
ぬ
き

ん
で
た
。
追
善
の
志
厚
く
、
法
華
信
仰
の
念
も
熱
烈
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
度
々
の
書
簡
か
ら
読
み
取
れ
る

（
８
）

。時
光
の
母
は
、
夫
と
死
別
後
に
尼
と
な
っ
て
、
子
の
時
光
及
び
当
時
胎
内
に
あ
っ
た
弟
の
七
郎
五
郎
を

育
成
し
、
門
下
の
中
で
も
模
範
的
な
婦
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
次
男
の
七
郎
五
郎
が
弘
安
三
年
（
一
二
八
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〇
）
に
一
六
歳
で
夭
逝
す
る
と
、
日
蓮
聖
人
は
母
で
あ
る
後
家
尼
に
し
ば
し
ば
書
を
送
っ
て
、
悲
嘆
の
母

を
慰
め
力
づ
け
、
子
の
追
善
を
祈
っ
て
い
る
。
ま
た
聖
人
は
、
弟
子
の
日
興
を
さ
し
向
け
て
南
条
家
の
信

仰
上
に
お
け
る
指
導
や
相
談
に
当
た
ら
せ
て
い
た
。

遺
文
中
に
お
い
て
も
、
時
光
の
亡
父
へ
の
孝
養
に
対
す
る
讃
美
（
『
南
条
殿
御
返
事
』
一
一
七
六
頁
、

『
上
野
殿
御
返
事
』
一
三
〇
九
頁
、
『
上
野
殿
御
返
事
』
一
六
二
二
頁
、
『
法
華
証
明
鈔
』
一
九
一
一
～

一
九
一
二
頁
ほ
か
）
や
、
子
を
亡
く
し
た
後
家
尼
へ
の
慰
安
の
言
葉
が
散
見
さ
れ
る
。
特
に
後
者
に
関
し

て
は
、
「
あ
や
な
く
つ
ぼ
め
る
花
の
風
に
し
ぼ
み
、
満
月
の
に
わ
か
に
失
せ
た
る
が
ご
と
く
こ
そ
を
ぼ
す

ら
め
」（
『
上
野
殿
後
家
尼
御
前
御
書
』
一
七
九
三
頁
）
、「
月
を
雲
に
か
く
さ
れ
、
花
を
風
に
ふ
か
せ
て
、

ゆ
め
か
ゆ
め
な
ら
ざ
る
か
、
あ
わ
れ
ひ
さ
し
き
ゆ
め
か
な
と
な
げ
き
を
り
候
」
（
『
上
野
殿
母
尼
御
前
御

返
事
』
一
八
一
七
頁
）
、
「
ふ
り
し
雪
も
又
ふ
れ
り
ち
り
し
花
も
又
さ
き
て
候
き
無
常
ば
か
り
ま
た
も
か

へ
り
き
こ
へ
候
は
ざ
り
け
る
か
、
あ
ら
う
ら
め
し
あ
ら
う
ら
め
し
」
（
『
上
野
殿
母
尼
御
前
御
返
事
』
一

八
九
七
頁
）
、
「
満
月
に
雲
の
か
ゝ
れ
る
か
は
れ
ず
し
て
山
へ
入
、
さ
か
ん
な
る
花
の
あ
や
な
く
か
ぜ
に

ち
る
が
ご
と
し
と
あ
さ
ま
し
く
こ
そ
を
ぼ
へ
候
へ
」
（
『
上
野
殿
母
尼
御
前
御
返
事
』
一
八
九
七
頁
）
な

ど
と
、
頼
り
に
し
て
い
た
最
愛
の
我
が
子
を
失
っ
た
母
の
思
い
を
代
弁
し
、
老
い
た
る
母
を
残
し
て
我
が

子
が
先
立
つ
無
常
を
嘆
く
と
同
時
に
、
「
故
南
条
殿
・
故
五
郎
殿
と
一
所
に
生
れ
ん
と
願
は
せ
給
へ
。
一

つ
種
は
一
つ
種
、
別
の
種
は
別
の
種
。
同
ジ

妙
法
蓮
華
経
の
種
を
心
に
は
ら
ま
せ
給
な
ば
、
同
妙
法
蓮
華

経
の
国
へ
生
れ
さ
せ
給
べ
し
。
三
人
面
を
な
ら
へ
さ
せ
給
は
ん
時
、
御
悦
い
か
か
う
れ
し
く
お
ぼ
し
め
す

べ
き
や
」
（
『
上
野
殿
母
尼
御
前
御
返
事
』
一
八
一
二
～
一
八
一
三
頁
）
な
ど
と
い
た
わ
り
の
言
葉
を
な

げ
か
け
て
い
る
。

な
お
、
時
光
の
外
祖
父
に
あ
た
る
松
野
六
郎
の
忌
日
に
際
し
、
時
光
の
母
尼
に
宛
て
た
書
簡
で
は
、「
抑

モ

御
消
息
を
見
候
へ
ば
、
尼
御
前
の
慈
父
、
故
松
野
六
郎
左
衛
門
尉
入
道
殿
の
忌
日
と
云
云
。
子
息
多
け

れ
ば
孝
養
ま
ち
ま
ち
也
。
然
れ
ど
も
必
法
華
経
に
非
れ
ば
謗
法
等
云
云
」
（
『
上
野
尼
御
前
御
返
事
』
一

八
九
〇
頁
）
と
、
慈
父
に
対
す
る
母
尼
の
孝
養
を
讃
嘆
し
、
真
の
孝
養
は
、
内
典
の
孝
経
た
る
法
華
経
に

限
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
は
、
他
の
諸
遺
文
に
も
確
認
さ
れ
、
日
蓮
聖
人
の
法
華
経
に
根

ざ
し
た
孝
養
観
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
七
）
下
山
光
基

下
山
光
基
（
生
歿
年
未
詳
）
は
、
甲
斐
国
下
山
の
豪
族
。
初
め
熱
心
な
念
仏
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
子
と

推
さ
れ
る
因
幡
房
日
永
が
日
蓮
聖
人
に
帰
依
し
て
念
仏
を
捨
て
た
こ
と
に
憤
慨
し
、
聖
人
が
日
永
に
代
っ

て
書
い
た
『
下
山
御
消
息
』
に
よ
っ
て
聖
人
に
帰
依
し
た
と
い
う
（
９
）

。
本
書
に
お
い
て
、
日
蓮
聖
人
は
、

子
は
親
に
随
う
べ
き
と
す
る
世
俗
的
親
子
観
に
対
し
て
、
親
に
過
失
の
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
諫
め
、
正
し

き
に
導
く
こ
と
は
不
義
理
と
な
ら
な
い
こ
と
を
、
釈
尊
・
比
干
等
の
先
例
を
挙
げ
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

世
間
の
人
々
の
思
ヒ

て
候
は
、
親
に
は
子
は
是
非
ニ

随
フ

べ
し
と
、
君
臣
師
弟
モ

如
シ
ト

此
。
此
等
は
外
典

レ

を
も
不

弁
へ

、
内
典
を
も
知
ラ

ぬ
人
々
の
邪
推
也
。
外
典
ノ

孝
経
に
は
子
父
臣
君
諍
フ

べ
き
段
も
あ
り
、

レ

内
典
に
は
、
棄
テ

恩
ヲ

入
ル
ハ

無
為
ニ

真
実
ニ

報
ス
ル

恩
ヲ

者
ナ
リ

と
仏
定
め
給
ヒ

ぬ
。
悉
達
太
子
は
閻
浮
第
一
の

レ

二

一

レ

孝
子
也
。
父
の
王
の
命
を
背
キ

て
こ
そ
、
父
母
を
ば
引
導
し
給
ヒ

し
か
。
比
干
が
親
父
紂
王
を
諫
暁
し

て
、
胸
を
ほ
ら
れ
て
こ
そ
、
賢
人
の
名
を
ば
流
せ
し
か
。
賎
み
給
フ

と
も
小
法
師
が
諫
暁
を
用
ひ
給

は
ず
ば
、
現
当
の
御
歎
キ

な
る
べ
し
。
此
は
親
の
為
に
読
ミ

ま
い
ら
せ
候
は
ぬ
阿
弥
陀
経
に
て
候
へ
ば
、

い
か
に
も
当
時
は
叶
フ

べ
し
と
は
お
ぼ
へ
候
は
ず
。
（
『
下
山
御
消
息
』
一
三
四
四
～
一
三
四
五
頁
）
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こ
こ
で
は
、
日
蓮
聖
人
は
ひ
と
え
に
父
母
孝
養
を
重
ん
ず
る
が
た
め
に
念
仏
を
信
仰
し
な
い
旨
の
意
思

も
表
明
さ
れ
、
父
母
孝
養
は
法
華
経
に
限
る
こ
と
を
示
唆
し
、
同
時
に
日
永
の
法
華
経
信
仰
も
偏
に
父
母

孝
養
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
弁
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
八
）
妙
一
尼

妙
一
尼
（
生
歿
年
未
詳
）
の
出
自
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な
く
、
六
老
僧
日
昭
の
母
、
日
昭
の
姉
（
日

朗
の
母
・
妙
朗
尼
）
、
日
昭
の
妻
、
乙
御
前
（
日
妙
尼
の
娘
）
、
桟
敷
尼
、
松
野
女
房
な
ど
の
所
説
が
あ

る
。
日
蓮
聖
人
佐
渡
在
島
中
に
信
者
弾
圧
が
原
因
で
程
な
く
夫
が
死
亡
し
た
と
推
さ
れ
て
い
る
が
詳
伝
は

未
詳
（10

）

。
妙
一
尼
に
は
二
人
の
子
と
老
婆
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
一
人
の
子
は
病
弱
な
男
子
、

も
う
ひ
と
り
の
子
は
幼
少
の
女
子
で
あ
り
、
妙
一
尼
は
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
難
儀
に
あ
っ
た
が
、
夫

の
志
を
受
け
継
い
で
法
華
経
の
信
仰
を
貫
い
た
と
い
わ
れ
る
。

日
蓮
聖
人
は
、
「
し
か
る
に
聖
霊
は
、
或
は
病
子
あ
り
或
は
女
子
あ
り
、
わ
れ
す
て
ゝ
冥
途
に
ゆ
き
な

ば
、
か
れ
た
る
朽
木
の
や
う
な
る
と
し
よ
り
尼
か
一
人
と
ゝ
ま
り
て
、
此
子
と
ん
を
い
か
に
心
く
る
し
か

る
ら
ん
と
、
な
げ
か
れ
ぬ
ら
ん
と
を
ぼ
ゆ
。
（
略
）
此
を
も
ん
て
案
ス
ル

に
、
聖
霊
は
此
功
徳
あ
り
。
大
月

輪
の
中
か
、
大
日
輪
の
中
か
、
天
鏡
を
も
ん
て
妻
子
の
身
を
浮
へ

て
、
十
二
時
に
御
ら
ん
あ
る
ら
ん
」（
『
妙

一
尼
御
前
御
返
事
』
一
〇
〇
〇
～
一
〇
〇
一
頁
）
と
、
夫
の
無
念
を
代
弁
し
つ
つ
、
し
か
し
一
方
で
法
華

経
に
身
を
捧
げ
た
亡
夫
の
功
徳
は
は
か
り
し
れ
ず
、
夫
の
妻
を
思
い
、
子
を
案
じ
る
念
は
、
命
が
尽
き
た

後
も
消
え
る
こ
と
が
な
く
、
常
に
天
に
あ
っ
て
妻
子
を
見
守
り
続
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。（

九
）
光
日
房

光
日
房
（
生
歿
年
未
詳
）
は
、
安
房
国
天
津
に
住
し
た
と
さ
れ
る
女
性
信
徒
（11

）

。
子
の
弥
四
郎
は
、

佐
渡
よ
り
帰
還
し
鎌
倉
に
滞
在
し
て
い
た
日
蓮
聖
人
と
面
会
し
、
武
士
の
所
従
と
し
て
死
の
不
安
と
未
亡

人
の
母
に
先
立
ち
か
ね
な
い
不
孝
と
を
日
蓮
聖
人
に
相
談
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
ま
も
な
く
し
て
弥

四
郎
は
死
去
し
た
よ
う
で
、
弥
四
郎
死
去
の
報
を
聞
い
た
日
蓮
聖
人
が
、
か
つ
て
の
弥
四
郎
の
懇
願
に
応

え
て
、
そ
の
母
に
充
て
た
の
が
『
光
日
房
御
書
』
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
、
日
蓮
聖
人
は
、

主
の
わ
か
れ
、
を
や
の
わ
か
れ
、
夫
妻
の
わ
か
れ
、
い
つ
れ
か
お
ろ
か
な
る
べ
き
。
な
れ
ど
も
主
は

又
他
の
主
も
あ
り
ぬ
べ
し
。
夫
妻
は
又
か
は
り
ぬ
れ
ば
、
心
を
や
す
む
る
事
も
あ
り
な
ん
。
を
や
こ

の
わ
か
れ
こ
そ
、
月
日
の
へ
だ
つ
る
ま
ゝ
に
、
い
よ
い
よ
な
げ
き
ふ
か
か
り
ぬ
べ
く
み
へ
候
へ
。
を

や
こ
の
わ
か
れ
に
も
、
を
や
ば
ゆ
き
て
子
は
と
ど
ま
る
は
、
同
シ

無
常
な
れ
ど
も
こ
と
は
り
に
も
や
。

を
ひ
た
る
は
わ
は
と
ど
ま
り
て
、
わ
か
き
子
の
さ
き
に
た
つ
な
さ
け
な
き
事
な
れ
ば
、
神
も
仏
も
う

ら
め
し
や
。
い
か
な
れ
ば
、
を
や
に
子
を
か
へ
さ
せ
給
ヒ

て
さ
き
に
は
た
て
さ
せ
給
は
ず
、
と
ど
め

を
か
せ
給
ヒ

て
、
な
げ
か
さ
せ
給
フ

ら
ん
と
心
う
し
（
『
光
日
房
御
書
』
一
一
五
七
～
一
一
五
八
頁
）

と
、
親
子
の
愛
別
離
の
悲
嘆
の
う
ち
で
も
、
子
が
先
立
つ
不
孝
ほ
ど
悲
し
い
も
の
は
な
い
と
、
同
情
と
哀

惜
の
念
を
深
く
し
て
い
る
。
日
蓮
聖
人
の
教
導
は
そ
の
後
も
な
お
続
き
、
『
光
日
上
人
御
返
事
』
で
は
、

子
を
慈
念
す
る
あ
ま
り
に
出
家
し
た
光
日
に
対
し
て
、
霊
山
浄
土
へ
の
母
子
倶
生
を
期
待
し
て
、
「
何
ニ

況
ヤ

今
の
光
日
上
人
は
子
を
思
フ

あ
ま
り
に
、
法
華
経
の
行
者
と
成
リ

給
ふ
。
母
と
子
と
倶
に
霊
山
浄
土
へ

参
り
給
フ

べ
し
。
其
時
御
対
面
い
か
に
う
れ
し
か
る
べ
き
。
い
か
に
う
れ
し
か
る
べ
き
」
（
『
光
日
上
人
御

返
事
』
一
八
八
〇
頁
）
と
励
ま
し
て
い
る
。
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（
一
〇
）
千
日
尼

千
日
尼
（
生
歿
年
未
詳
）
は
、
佐
渡
在
住
の
檀
越
阿
仏
房
の
妻
で
、
夫
の
阿
仏
房
と
共
に
日
蓮
聖
人
に

帰
依
し
、
佐
渡
に
お
け
る
聖
人
の
有
力
な
外
護
者
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
千
日
尼
の
法
号
は
、
聖
人
が
在

島
し
た
二
年
五
ヵ
月
の
間
、
約
一
千
日
間
の
尼
の
供
養
に
因
ん
で
授
け
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る

（12

）

。
阿
仏
房
が
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
三
月
に
九
一
歳
で
歿
す
と
、
そ
の
子
藤
九
郎
守
綱
は
、
そ
の

年
の
七
月
に
父
の
舎
利
を
頸
に
懸
け
て
日
蓮
聖
人
を
訪
ね
、
身
延
の
地
に
遺
骨
を
埋
葬
し
た
。
守
綱
は
入

道
し
て
法
華
経
の
行
者
と
な
り
、
後
阿
仏
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

翌
年
七
月
に
も
身
延
の
聖
人
を
訪
れ
、
父
の
墓
参
を
し
た
砌
、
聖
人
は
千
日
尼
に
宛
て
て
書
状
を
送
り
、

「
其
子
藤
九
郎
守
綱
は
此
の
跡
を
つ
ぎ
て
、
一
向
法
花
経
の
行
者
と
な
り
て
、
去
年
は
七
月
二
日
、
父
の

舎
利
を
頚
に
懸
ケ

、
一
千
里
の
山
海
を
経
て
、
甲
州
波
木
井
身
延
山
に
登
リ

て
法
花
経
の
道
場
に
此
を
お
さ

め
今
年
は
又
七
月
一
日
、
身
延
山
に
登
リ

て
慈
父
の
は
か
を
拝
見
す
。
子
に
す
ぎ
た
る
財
な
し
子
に
す
ぎ

た
る
財
な
し
」
（
『
千
日
尼
御
返
事
』
一
七
六
五
頁
）
と
、
法
華
経
を
拠
り
所
と
し
て
孝
養
を
尽
く
す
守

綱
を
誉
め
、
併
せ
て
そ
う
し
た
孝
養
の
子
を
も
っ
た
千
日
尼
を
慰
め
て
い
る
。

（
一
一
）
持
妙
尼
（
窪
尼
）

持
妙
尼
（
生
歿
年
未
詳
）
は
、
駿
河
国
富
士
郡
久
保
村
に
住
し
た
女
性
信
者
で
、
窪
尼
と
も
称
す
る
。

松
野
六
郎
左
衛
門
の
内
室
あ
る
い
は
西
山
翁
（
大
内
安
清
か
）
の
内
室
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず

れ
も
確
証
は
な
い
。
遺
文
に
よ
れ
ば
、
夫
の
歿
後
、
亡
夫
の
命
日
や
折
に
つ
け
て
身
延
の
日
蓮
聖
人
の
許

に
供
養
の
品
を
届
け
た
よ
う
で
あ
る
（13

）

。

尼
に
は
、
孝
養
を
尽
く
す
一
人
娘
が
お
り
、
日
蓮
聖
人
は
、
「
一
人
を
は
す
る
ひ
め
御
前
も
、
い
の
ち

も
な
が
く
、
さ
ひ
わ
ひ
も
あ
り
て
、
さ
る
人
の
む
す
め
な
り
と
き
こ
え
さ
せ
給
フ

べ
し
。
当
時
も
お
さ
な

け
れ
ど
も
母
を
か
け
て
す
ご
す
女
人
な
れ
は
、
父
の
後
世
を
も
た
す
く
べ
し
」
（
『
窪
尼
御
前
御
返
事
』

一
六
四
五
頁
）
と
、
亡
夫
の
供
養
の
志
は
母
か
ら
孝
養
の
娘
へ
と
必
ず
受
け
継
が
れ
る
こ
と
を
力
説
し
て

い
る
。

三
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
両
親
へ
の
思
慕

以
上
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
孝
養
・
報
恩
の
問
題
を
中
心
に
、
親
子
の
あ
り
か
た
を
巡
る
日
蓮
聖
人
の

観
念
を
概
観
し
て
き
た
。
最
後
に
、
日
蓮
聖
人
自
身
の
両
親
へ
の
思
慕
・
追
懐
に
つ
い
て
遺
文
中
の
説
示

を
拾
い
上
げ
、
そ
の
孝
養
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

日
蓮
聖
人
は
、
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
、
安
房
国
小
湊
の
地
に
、
当
地
の
荘
司
・
荘
官
あ
る
い
は
権

守
層
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
貫
名
重
忠
・
梅
菊
を
両
親
と
し
て
誕
生
し
た
と
い
わ
れ
る
（14

）

。
伝
承
に
よ
れ

ば
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
の
立
教
開
宗
の
折
、
父
母
は
念
仏
批
判
を
展
開
す
る
我
が
子
を
案
じ
て
い

た
こ
と
（
『
王
舎
城
事
』
九
一
七
頁
）
、
清
澄
追
放
の
の
ち
日
蓮
聖
人
は
両
親
に
妙
日
・
妙
蓮
の
法
号
を

授
与
し
た
こ
と
、
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
に
帰
省
し
た
砌
に
は
病
床
の
母
を
見
舞
い
当
病
平
癒
の
祈
願

を
修
し
た
こ
と
（
『
可
延
定
業
御
書
』
八
六
二
頁
）
、
翌
年
帰
省
の
折
に
清
澄
寺
で
執
筆
し
た
『
法
華
題

目
鈔
』
は
一
説
に
は
悲
母
へ
宛
て
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
文
永
一
一
年
（
一
二
七
四
）
の
身

延
入
山
の
後
は
、
こ
と
あ
る
毎
に
身
延
山
頂
に
登
山
し
て
故
郷
安
房
を
臨
み
両
親
の
冥
福
を
祈
っ
た
こ
と

な
ど
、
父
母
に
対
し
て
孝
養
の
道
を
尽
く
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
日
蓮
聖
人
が
父
母
に
つ
い
て

言
及
し
た
遺
文
は
数
少
な
い
が
、
そ
の
説
示
を
紐
解
く
時
、
人
の
子
と
し
て
父
母
を
思
う
心
を
失
わ
な
か

っ
た
日
蓮
聖
人
の
知
恩
報
恩
・
孝
養
父
母
の
志
の
一
端
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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日
蓮
聖
人
は
、
父
母
孝
養
の
志
に
つ
い
て
「
生
メ
ル

我
ヲ

父
母
等
ニ
ハ

未
タ

死
セ

已
前
ニ

進
ン

此
大
善
ヲ

」
（
『
顕

レ

レ

二

一

仏
未
来
記
』
七
四
二
頁
）
と
、
両
親
の
存
命
中
に
父
母
を
法
華
経
の
大
善
に
帰
入
せ
し
め
る
こ
と
を
誓
願

し
た
と
い
う
。
立
教
開
宗
に
あ
た
っ
て
は
「
今
度
命
を
お
し
む
な
ら
ば
、
い
つ
の
世
に
か
仏
に
な
る
べ
き
、

又
何
な
る
世
に
か
父
母
師
匠
を
も
す
く
ひ
奉
ル

べ
き
と
、
ひ
と
へ
に
を
も
ひ
切
て
申
シ

始
め
」（
『
報
恩
抄
』

一
二
三
七
頁
）
と
、
父
母
師
匠
の
孝
養
・
報
恩
の
た
め
法
華
信
仰
を
宣
言
し
た
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
。

龍
口
法
難
に
際
し
法
華
経
広
宣
流
布
の
志
半
ば
で
死
を
覚
悟
し
た
時
に
は
、
「
さ
れ
ば
日
蓮
貧
道
の
身

と
生
レ

て
、
父
母
の
孝
養
心
に
た
ら
ず
、
国
の
恩
を
報
ず
べ
き
力
な
し
。
今
度
頚
を
法
華
経
に
奉
リ

て
其
ノ

功
徳
を
父
母
に
回
向
せ
ん
」（
『
種
種
御
振
舞
御
書
』
九
六
六
～
九
六
七
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

流
刑
地
の
佐
渡
で
は
、
鎌
倉
・
故
郷
へ
の
生
還
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
を
憂
え
て
、
「
か
へ
ら
ず
ば
又
父

母
の
は
か
を
み
る
身
と
な
り
が
た
し
と
お
も
ひ
つ
づ
け
し
か
ば
、
い
ま
さ
ら
と
び
た
つ
ば
か
り
く
や
し
く

て
、
な
ど
か
か
ゝ
る
身
と
な
ら
ざ
り
し
時
、
日
に
も
月
に
も
海
も
わ
た
り
、
山
を
も
こ
え
て
父
母
の
は
か

を
も
み
、
師
匠
の
あ
り
や
う
を
も
、
と
ひ
を
と
づ
れ
ざ
り
け
ん
と
な
げ
か
し
く
」
（
『
光
日
房
御
書
』
一

一
五
二
頁
）
と
懐
郷
と
後
悔
の
念
に
か
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

第
三
国
諌
の
の
ち
身
延
入
山
し
た
聖
人
は
、
「
本
国
に
い
た
り
て
今
一
度
、
父
母
の
は
か
を
も
み
ん
と

を
も
へ
ど
も
、
に
し
き
を
き
て
故
郷
へ
は
か
へ
れ
と
い
ふ
事
は
内
外
の
を
き
て
な
り
。
さ
せ
る
面
目
も
な

く
し
て
本
国
へ
い
た
り
な
ば
、
不
孝
の
者
に
て
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
。
こ
れ
ほ
ど
の
か
た
か
り
し
事
だ
に
も

や
ぶ
れ
て
、
か
ま
く
ら
へ
か
へ
り
入
る
身
な
れ
ば
、
又
に
し
き
を
き
る
へ
ん
も
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
。
其
時
、

父
母
の
は
か
を
も
み
よ
か
し
と
、
ふ
か
く
を
も
う
ゆ
へ
に
い
ま
に
生
国
へ
は
い
た
ら
ね
ど
も
、
さ
す
が
こ

ひ
し
く
て
、
吹
く
風
、
立
つ
く
も
ま
で
も
、
東
の
か
た
と
申
せ
ば
、
庵
を
い
で
て
身
に
ふ
れ
、
庭
に
立
ち

て
み
る
な
り
」
（
『
光
日
房
御
書
』
一
一
五
五
頁
）
と
、
法
華
経
の
広
宣
流
布
を
実
現
で
き
な
い
ま
ま
帰

郷
す
る
な
ら
ば
父
母
の
孝
養
も
全
う
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
る
と
同
時
に
両
親
へ
の
想
い
を
深
く
し
、
身

延
在
山
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
こ
れ
は
ひ
と
へ
に
父
母
の
恩
・
師
匠
の
恩
・
三
宝
の
恩
・
国
恩
を
ほ
う

ぜ
ん
が
た
め
」（
『
報
恩
抄
』
一
二
三
九
頁
）
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

更
に
、
法
華
経
に
身
命
を
捧
げ
た
自
身
の
生
き
様
に
つ
い
て
、
「
日
蓮
は
、
う
け
が
た
く
し
て
人
身
を

う
け
値
が
た
く
し
て
仏
法
に
値
ヒ

奉
る
。
一
切
の
仏
法
の
中
に
法
花
経
に
値
ヒ

ま
い
ら
せ
て
候
。
其
ノ

恩
徳

を
を
も
へ
ば
父
母
の
恩
・
国
主
の
恩
・
一
切
衆
生
の
恩
な
り
。
父
母
の
恩
の
中
に
慈
父
を
ば
天
に
譬
へ
、

悲
母
を
ば
大
地
に
譬
へ
た
り
。
い
づ
れ
も
わ
け
が
た
し
。
其
中
悲
母
の
大
恩
こ
と
に
ほ
う
じ
が
た
し
。（
略
）

但
タ

法
花
経
計
リ

こ
そ
女
人
成
仏
、
悲
母
の
恩
を
報
ず
る
実
の
報
恩
経
に
て
は
候
へ
と
見
候
し
か
ば
、
悲
母

の
恩
を
報
ぜ
ん
た
め
に
、
此
経
の
題
目
を
一
切
の
女
人
に
唱
ヘ

さ
せ
ん
と
願
す
」（
『
千
日
尼
御
前
御
返
事
』

一
五
四
二
頁
）
、
「
我
が
身
は
藤
の
こ
と
く
な
れ
ど
も
、
法
花
経
の
松
に
か
ゝ
り
て
妙
覚
の
山
に
も
の
ぼ

り
な
ん
、
一
乗
の
羽
を
た
の
み
て
寂
光
の
空
を
も
か
け
り
ぬ
べ
し
。
此
の
羽
を
も
て
、
父
母
祖
父
祖
母
乃

至
七
代
の
末
ま
で
も
と
ぶ
ら
う
べ
き
僧
な
り
」
（
『
盂
蘭
盆
御
書
』
一
七
七
六
頁
）
な
ど
と
、
殊
に
悲
母

に
対
す
る
孝
養
の
思
い
を
募
ら
せ
る
と
同
時
に
、
そ
の
生
涯
は
四
恩
報
謝
の
た
め
で
あ
る
と
意
義
づ
け
て

い
る
。

な
お
、
身
延
の
日
蓮
聖
人
に
対
し
て
、
門
弟
か
ら
使
い
の
者
が
遣
わ
さ
れ
供
養
の
品
が
届
け
ら
れ
る
と
、

「
我
父
母
か
は
ら
せ
給
ヒ

け
ん
と
、
か
た
ち
が
へ
な
る
う
ら
め
し
さ
、
な
み
だ
を
さ
へ
が
た
し
」
（
『
新
尼

御
前
御
返
事
』
八
六
五
頁
）
、
「
只
悲
母
の
佐
渡
国
に
生
か
わ
り
て
有
か
」
（
『
千
日
尼
御
前
御
返
事
』
一

五
四
五
頁
）
な
ど
と
、
望
郷
の
念
や
両
親
へ
の
思
慕
を
深
く
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

む
す
び
に
か
え
て
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日
蓮
遺
文
を
拝
読
す
る
に
つ
け
感
じ
る
の
は
、
い
か
な
る
困
難
に
直
面
し
て
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
強

い
信
念
と
、
門
弟
に
接
す
る
際
に
か
い
ま
見
せ
る
細
や
か
な
人
情
が
文
章
の
随
所
に
に
じ
み
出
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
門
弟
と
痛
み
を
分
か
ち
合
い
、
共
に
喜
び
、
ま
た
悲
し
む
、
そ
の
よ
う
な
人
間
味
も
日
蓮
聖

人
の
魅
力
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
親
子
の
あ
り
か
た
を
巡
る
日
蓮
聖
人
の
説
示
に
も
、
そ
の
恩
情
と
人
と
な

り
を
拝
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
で
は
、
孝
養
・
報
恩
の
問
題
を
中
心
に
、
日
蓮
聖
人
の
親
子
観
に

つ
い
て
検
討
を
試
み
た
が
、
そ
の
要
旨
を
約
言
す
る
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。

（
１
）
日
蓮
聖
人
は
、
孝
養
・
報
恩
の
問
題
を
、
単
に
世
俗
的
・
儒
教
的
観
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
仏

教
的
・
法
華
経
的
観
点
か
ら
捉
え
て
い
る
。

（
２
）
儒
教
と
仏
教
の
孝
養
の
相
違
に
関
し
て
は
、
前
者
は
今
生
に
限
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
三
世
に

及
ぶ
こ
と
を
指
摘
す
る
。
従
っ
て
、
祖
先
・
先
人
に
対
す
る
報
恩
の
た
め
に
は
、
仏
教
に
根
ざ
し

た
孝
養
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
真
実
の
孝
養
は
、
「
内
典
の
孝
経
」
で
あ
る
法
華
経
に
限
る
と
す
る
。
遺
文
で
は
、
全
体
的
に
儒

教
的
・
世
俗
的
孝
養
よ
り
も
、
法
華
経
を
拠
り
所
と
し
た
仏
教
的
孝
養
を
重
ん
じ
る
傾
向
に
あ
る
。

（
４
）
四
恩
報
謝
は
仏
道
を
行
ず
る
者
に
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
５
）
求
道
の
た
め
に
は
、
一
時
の
世
俗
的
孝
養
は
止
め
て
も
差
し
支
え
な
く
、
「
棄
恩
入
無
為
真
実
報

恩
者
」
は
そ
の
文
証
で
あ
る
。

（
６
）
謗
法
行
為
は
、
釈
尊
・
法
華
経
の
慈
父
・
悲
母
に
背
く
不
孝
の
失
で
あ
り
、
堕
地
獄
必
定
で
あ
る
。

い
ま
の
日
本
国
は
不
孝
国
と
な
っ
て
い
る
。

（
７
）
親
子
関
係
に
つ
い
て
教
化
を
受
け
た
門
弟
に
は
、
概
ね
孝
子
を
も
つ
家
庭
が
多
い
。
ま
た
、
そ
の

孝
養
の
子
を
讃
嘆
す
る
遺
文
も
多
い
。

（
８
）
日
朗
・
富
木
氏
・
曽
谷
氏
・
南
条
氏
・
下
山
氏
・
千
日
尼
等
へ
の
教
化
に
も
現
れ
て
い
た
通
り
、

孝
養
に
は
、「
内
典
の
孝
経
」
で
あ
る
法
華
経
を
拠
り
所
と
す
る
必
要
性
を
重
ね
て
説
く
。

（
９
）
日
蓮
聖
人
の
生
涯
は
、
父
母
に
対
す
る
孝
養
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
四
恩
に
対
す
る
報
恩
の
生
涯
そ

の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
が
「
ふ
る
ま
い
」
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
。

（

）
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
報
恩
の
誓
願
は
、
仏
弟
子
と
し
て
生
き
る
上
で
の
根
本
的
な
命
題
と
し
て
自

10
覚
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
求
道
は
報
恩
の
実
践
を
抜
き
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
雑
駁
で
あ
る
が
日
蓮
聖
人
の
親
子
観
に
つ
い
て
、
孝
養
・
報
恩
の
問
題
に
着
目
し
つ
つ
考
察
し

て
き
た
。
今
後
は
、
四
恩
の
う
ち
父
母
孝
養
以
外
の
、
師
恩
の
報
酬
、
三
宝
の
報
謝
、
国
恩
と
諫
暁
の
問

題
に
も
検
討
を
拡
げ
て
い
く
こ
と
を
課
題
と
し
て
、
結
び
と
し
た
い
。

註

（
１
）
高
森
大
乗
稿
「
譬
喩
に
み
る
日
蓮
の
家
族
観
―
夫
婦
に
関
す
る
説
示
を
中
心
に
―
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
六
九

号
、
同
「
譬
喩
に
み
る
日
蓮
聖
人
の
親
子
観
」『
小
松
邦
彰
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

日
蓮
教
学
の
源
流
と
展
開
』

（
山
喜
房
仏
書
林
）。

（
２
）
四
恩
に
関
し
て
は
、『
正
法
念
処
経
』（
『
正
蔵
』
一
七
巻
三
五
九
頁
ｂ
）
で
は
母
・
父
・
如
来
・
説
法
法
師
の
四
種

を
、
『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
（
『
正
蔵
』
三
巻
二
九
七
頁
ａ
）
で
は
父
母
・
衆
生
・
国
王
・
三
宝
の
四
種
を
あ
げ
、

特
に
後
者
が
中
国
・
日
本
の
仏
教
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
と
さ
れ
る
。
一
方
、
日
蓮
聖
人
の
場
合
は
、『
報
恩
抄
』

（
一
一
九
二
頁
）
に
お
い
て
父
母
・
師
匠
・
国
主
・
三
宝
の
四
を
あ
げ
て
い
る
。

（
３
）
『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
「
日
朗
」
の
項
、
『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
』
別
巻
四
一
頁
、
宮
崎
英
修

著
『
日
蓮
聖
人
の
お
弟
子
た
ち
』（
さ
だ
る
ま
新
書
一
）
二
〇
頁
。
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（
４
）『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
「
富
木
常
忍
」
の
項
、『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
』
別
巻
六
七
頁
。

（
５
）
『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
「
四
条
左
衛
門
尉
」
の
項
、
『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
』
別
巻
六
二
頁
。

（
６
）
『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
「
曽
谷
二
郎
入
道
」
の
項
、
『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
』
別
巻
七
二
頁
。

（
７
）『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
「
ひ
や
う
へ
の
志
・
兵
衛
志
」「
右
衛
門
大
夫
宗
長
」
の
項
、『
昭
和
新
修
日
蓮
聖

人
遺
文
全
集
』
別
巻
七
五
頁
。

（
８
）
『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
「
南
条
七
郎
次
郎
時
光
」
の
項
、
『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
』
別
巻
九
五

頁
。

（
９
）『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
「
下
山
兵
庫
五
郎
」
の
項
、『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
』
別
巻
一
〇
六
頁
。

（

）『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
「
妙
一
尼
」
の
項
、『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
』
別
巻
一
一
一
頁
。

10
（

）『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
「
光
日
尼
」
の
項
、『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
』
別
巻
一
〇
七
頁
。

11
（

）『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
「
千
日
尼
」
の
項
、『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
』
別
巻
八
七
頁
。

12
（

）『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
歴
史
篇
「
持
妙
尼
」
の
項
、『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
』
別
巻
一
一
七
頁
。

13
（

）
日
蓮
聖
人
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
賤
民
説
（
日
蓮
遺
文
『
善
無
畏
三
蔵
鈔
』、
伝
大
石
寺
日
道
『
三
師
御
伝
土
代
』

14

ほ
か
）、
武
家
説
（
行
学
院
日
朝
『
元
祖
化
導
記
』、
円
明
院
日
澄
『
日
蓮
聖
人
註
画
讃
』
ほ
か
）、
公
家
説
（
六
牙

院
日
潮
『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』
、
智
寂
院
日
省
『
本
化
高
祖
年
譜
』
）
、
皇
胤
説
（
堀
内
良
平
『
皇
道
と
日
蓮
』
、

野
村
日
政
『
数
珠
丸
記
』
、
伊
藤
瑞
叡
編
『
日
蓮
聖
人
の
御
出
自
に
関
す
る
三
つ
の
仮
説
』
、
廣
野
観
順
著
『
法
剣

数
珠
丸
考
及
聖
祖
皇
統
説
へ
の
一
勘
検
』
ほ
か
）
、
荘
官
説
（
高
木
豊
著
『
増
補
改
訂

日
蓮
―
そ
の
行
動
と
思
想
』

ほ
か
）、
権
守
説
（
伝
日
蓮
遺
文
『
法
華
本
門
宗
要
鈔
』
）、
豪
族
・
文
筆
官
僚
説
（
中
尾
堯
『
日
蓮
』
ほ
か
）
な
ど

諸
説
が
あ
る
。
生
誕
年
に
つ
い
て
は
、
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
一
〇
月
一
六
日
付
の
『
日
蓮
聖
人
御
遷
化
記
録
』

に
よ
る
と
、
歿
年
が
六
一
歳
（
満
六
〇
歳
）
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
逆
算
し
て
貞
応
元
年
と
な

る
。


